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議案第 ２６号参考資料

川口市公有財産管理委員会条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市公有財産管理委員会条例（昭和５３年条例第４９号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（所掌事務） （所掌事務）

第２条 委員会は、市長の諮問に応じて、次 に掲げる事項について調査審議 第２条 委員会は、市長の諮問に応じて、次の各号に掲げる事項について調査審議

する。 する。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 特殊な用途に供する公有財産の管理運営に関 (3) 市有店舗及び住宅付店舗その他特殊な用途に供する財産 の管理運営に関

すること。 すること。

２ （略） ２ （略）
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議案第 ２７号参考資料

川口市職員定数条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市職員定数条例（昭和４５年条例第６号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（職員の定数） （職員の定数）

第２条 職員の定数は、次のとおりとする。 第２条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 ２，５６９人 (1) 市長の事務部局の職員 ２，５４３人

(2) 議会の事務部局の職員 ２５人 (2) 議会の事務部局の職員 ２４人

(3) 教育委員会の事務部局の職員及び学校その他の教育機関の職員 ５７５人 (3) 教育委員会の事務部局の職員及び学校その他の教育機関の職員 ５７３人

(4) ～(7) （略） (4) ～(7) （略）

(8) 消防職員 ６０１人 (8) 消防職員 ５８７人

(9) 公営企業の事務部局の職員 (9) 公営企業の事務部局の職員

ア （略） ア （略）

イ 病院事業 ９０８人 イ 病院事業 ８８４人

２・３ （略） ２・３ （略）
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議案第 ２８号参考資料

川口市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成７年条例第６号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限） （育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限）

第８条の２ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子（民法 第８条の２ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子（民法（明治２９年

第８１７条の２第１項の規定により職員が当該職員との間におけ 法律第８９号）第８１７条の２第１項の規定により職員が当該職員との間におけ

る同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（当該請 る同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（当該請

求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）であって、当該職 求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）であって、当該職

員が現に監護するもの、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第１ 員が現に監護するもの、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第１

項第３号の規定により同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親（以下「養 項第３号の規定により同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親（以下「養

子縁組里親」という。）である職員に委託されている児童その他これらに準ずる 子縁組里親」という。）である職員に委託されている児童その他これらに準ずる

者として規則で定める者を含む。以下同じ。）のある職員（職員の配偶者で当該 者として規則で定める者を含む。以下同じ。）のある職員（職員の配偶者で当該

子の親であるものが、深夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間をいう。以 子の親であるものが、深夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間をいう。以

下この項において同じ。）において常態として当該子を養育することができるも 下この項において同じ。）において常態として当該子を養育することができるも

のとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。）が、規則で のとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。）が、規則で

定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な 定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な

運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。 運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

２～５ （略） ２～５ （略）

（病気休暇） （病気休暇）

第１３条 （略） 第１３条 （略）

２ 職員は、次により療養を要する場合に、それぞれの場合について定める期間の ２ 職員は、次により療養を要する場合に、それぞれの場合について定める期間の

範囲内においてその療養に必要な期間、病気休暇を受けることができる。 範囲内においてその療養に必要な期間、病気休暇を受けることができる。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤（地方公務員災害補償法（昭和４２年法 (1) 公務上の負傷又は疾病

律第１２１号）第２条第２項に規定する通勤をいう。）による負傷若しくは疾

病の場合 その療養に必要な期間 の場合 その療養に必要な期間
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(2) （略） (2) （略）

（特別休暇） （特別休暇）

第１４条 （略） 第１４条 （略）

２ 職員は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める期間、特別休暇を受ける ２ 職員は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める期間、特別休暇を受ける

ことができる。 ことができる。

(1) ～(10) （略） (1) ～(10) （略）

(11) 災害による職員の現住居の滅失又は損壊の場合 ７日の範囲内においてそ (11) 災害による職員の現住居の滅失又は破壊の場合 ７日の範囲内においてそ

の都度必要と認める期間 の都度必要と認める期間

(12)～(22) （略） (12)～(22) （略）

(23) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認めら

れる場合 １の年度において５日（当該通院等が体外受精その他の規則で定め

る不妊治療に係るものである場合にあっては、１０日）の範囲内の期間
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議案第 ２９号参考資料

川口市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例（令和元年条例第１７号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（有給の特別休暇） （有給の特別休暇）

第１３条 会計年度任用職員（第９号から第１２号まで、第１４号及び第１５号に 第１３条 会計年度任用職員（第９号から第１１号まで に

掲げる場合にあっては、規則で定める会計年度任用職員に限る。）は、次の各号 掲げる場合にあっては、規則で定める会計年度任用職員に限る。）は、次の各号

に掲げる場合に、当該各号に定める期間の有給の特別休暇を受けることができる。 に掲げる場合に、当該各号に定める期間の有給の特別休暇を受けることができる。

(1) ～(8) （略） (1) ～(8) （略）

(9) 中学校就学の始期に達するまでの子（民法第８１７条の２第１項の規定によ (9) 中学校就学の始期に達するまでの子（

り会計年度任用職員が当該会計年度任用職員との間における同項に規定する特

別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判

事件が裁判所に係属している場合に限る。）であって、当該会計年度任用職員

が現に監護するもの、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第１

項第３号の規定により同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親（以下「

養子縁組里親」という。）である会計年度任用職員に委託されている児童その

他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下同じ。）（配偶者の子 配偶者の子

を含む。以下この号において同じ。）を養育する会計年度任用職員が、その子 を含む。以下この号において同じ。）を養育する会計年度任用職員が、その子

の看護（負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図る の看護（負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図る

ために必要なものとして規則で定めるその子の世話を行うことをいう。）のた ために必要なものとして規則で定めるその子の世話を行うことをいう。）のた

め勤務しないことが相当であると認められる場合 １の年度において５日（そ め勤務しないことが相当であると認められる場合 １の年度において５日（そ

の養育する中学校就学の始期に達するまでの子が２人以上の場合にあっては、 の養育する中学校就学の始期に達するまでの子が２人以上の場合にあっては、

１０日）（勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあ １０日）（勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあ

っては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間）の範囲内の期間 っては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間）の範囲内の期間

(10) （略） (10) （略）

(11) 夏季において心身の健康の保持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務し (11) 夏季において心身の健康の保持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務し

ないことが相当であると認められる場合 １の年の７月から９月までの期間（ ないことが相当であると認められる場合 １の年の７月から９月までの期間（
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以下この号において「取得期間」という。）内において７日の範囲内で会計年 以下この号において「取得期間」という。）内において７日の範囲内で会計年

度任用職員の勤務時間等を考慮し規則で定める日数。ただし、任命権者が必要 度任用職員の勤務時間等を考慮し規則で定める日数。ただし、任命権者が必要

と認めるときは、取得期間を変更することができる。 と認めるときは、取得期間を変更すること できる。

(12) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当で

あると認められる場合 １の年度において５日（当該通院等が体外受精その他

の規則で定める不妊治療に係るものである場合にあっては、１０日）（勤務日

ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の

勤務時間を考慮し、市長が定める時間）の範囲内の期間

(13) 女子の会計年度任用職員の出産の場合 出産予定日６週間（多胎妊娠の場

合にあっては、１４週間）前の日から産後８週間を経過する日までの期間

(14) 会計年度任用職員の妻（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含む。次号において同じ。）の出産の場合 ２日の範囲内においてその

都度必要と認める期間。この場合において、任命権者が特別な事情があると認

めるときは、別に１日を与えることができる。

(15) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の６週間（

多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経

過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の

始期に達するまでの子（妻の子を含む。）を養育する会計年度任用職員が、こ

れらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期

間内における５日の範囲内においてその都度必要と認める期間

（無給の特別休暇） （無給の特別休暇）

第１４条 会計年度任用職員（第１号、第１０号及び第１１号に掲げる場合にあっ 第１４条 会計年度任用職員（第１号、第１３号及び第１４号に掲げる場合にあっ

ては、規則で定める会計年度任用職員に限る。）は、次の各号に掲げる場合に、 ては、規則で定める会計年度任用職員に限る。）は、次の各号に掲げる場合に、

当該各号に定める期間の無給の特別休暇を受けることができる。 当該各号に定める期間の無給の特別休暇を受けることができる。

(1) （略） (1) （略）

(2) 女子の会計年度任用職員の出産の場合 出産予定日６週間（多胎妊娠の場合

にあっては、１４週間）前の日から産後８週間を経過する日までの期間

(2) ・(3) （略） (3) ・(4) （略）

(4) 生後１年に達しない子を育てる場合 １日２回それぞれ３０分間（男子の会 (5) 生後１年に達しない子を育てる場合 １日２回それぞれ３０分間（男子の会

計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親（当該子 計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親（当該子

-6-



について民法第８１７条の２第１項の規定により特別養子縁組の成立について について民法第８１７条の２第１項の規定により特別養子縁組の成立について

家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属してい 家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属してい

る場合に限る。）であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法 る場合に限る。）であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法（昭和２

第２７条第１項第３号の規定により当該子を委託されて ２年法律第１６４号）第２７条第１項第３号の規定により当該子を委託されて

いる養子縁組里親である者若しくは同法第６条の４第１号に規定する養育里親 いる養子縁組里親である者若しくは同法第６条の４第１号に規定する養育里親

である者（同法第２７条第４項に規定する者の意に反するため、同項の規定に である者（同法第２７条第４項に規定する者の意に反するため、同項の規定に

より、養子縁組里親として当該子を委託することができない者に限る。）を含 より、養子縁組里親として当該子を委託することができない者に限る。）を含

む。）が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日における む。）が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日における

この号の休暇（これに相当する休暇を含む。）を承認され、又は労働基準法第 この号の休暇（これに相当する休暇を含む。）を承認され、又は労働基準法第

６７条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、１日２回それぞ ６７条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、１日２回それぞ

れ３０分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超え れ３０分から当該承認又は請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超え

ない時間） ない時間）

(5) ～(7) （略） (6) ～(8) （略）

(9) 会計年度任用職員の妻（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある

者を含む。第１２号において同じ。）の出産の場合 ２日の範囲内においてそ

の都度必要と認める期間。この場合において、任命権者が特別な事情があると

認めるときは、別に１日を与えることができる。

(8) ・(9) （略） (10)・(11) （略）

(12) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の６週間（

多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経

過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の

始期に達するまでの子（妻の子を含む。）を養育する会計年度任用職員が、こ

れらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期

間内における５日の範囲内の期間

(10)・(11) （略） (13)・(14) （略）
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議案第 ３０号参考資料

川口市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第７号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（育児休業をすることができない職員） （育児休業をすることができない職員）

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。 第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) ～(3) （略） (1) ～(3) （略）

(4) 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員 (4) 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員

ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 ア 次のいずれにも該当する非常勤職員

(ｱ) 任命権者を同じくする職（以下「特定職」という。）に引き続き在職し

た期間が１年以上である非常勤職員

(ｱ) その養育する子（育児休業法第２条第１項に規定する子をいう。以下同 (ｲ) その養育する子（育児休業法第２条第１項に規定する子をいう。以下同

じ。）が１歳６箇月に達する日（以下「１歳６箇月到達日」という。）（ じ。）が１歳６箇月に達する日（以下「１歳６箇月到達日」という。）（

第２条の４の規定に該当する場合にあっては、２歳に達する日）までに、 第２条の４の規定に該当する場合にあっては、２歳に達する日）までに、

その任期（任期が更新される場合にあっては、更新後のもの）が満了する その任期（任期が更新される場合にあっては、更新後のもの）が満了する

こと及び任命権者を同じくする職（以下「特定職」という。）に引き続き こと及び特定職 に引き続き

採用されないことが明らかでない非常勤職員 採用されないことが明らかでない非常勤職員

(ｲ) （略） (ｳ) （略）

イ・ウ （略） イ・ウ （略）

（育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情） （育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情）

第３条 育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げ 第３条 育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げ

る事情とする。 る事情とする。

(1) （略） (1) （略）

(2) 育児休業をしている職員が、第５条に規定する事由に該当したことにより当 (2) 育児休業をしている職員が、第５条に規定する事由に該当したことにより当

該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げ 該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げ

る場合に該当することとなったこと。 る場合に該当することとなったこと。
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ア （略） ア （略）

イ 民法 第８１７条の２第１項の規定による請求 イ 民法（明治２９年法律第８９号）第８１７条の２第１項の規定による請求

に係る家事審判事件が終了した場合（特別養子縁組の成立の審判が確定した に係る家事審判事件が終了した場合（特別養子縁組の成立の審判が確定した

場合を除く。）又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第２７条第１項第 場合を除く。）又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第２７条第１項第

３号の規定による措置が解除された場合 ３号の規定による措置が解除された場合

(3) ～(8) （略） (3) ～(8) （略）

（部分休業をすることができない職員） （部分休業をすることができない職員）

第２０条 育児休業法第１９条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とす 第２０条 育児休業法第１９条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とす

る。 る。

(1) （略） (1) （略）

(2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して市長が定める非常勤職員 (2) 次のいずれにも該当する 非常勤職員

以外の非常勤職員（地方公務員法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の 以外の非常勤職員（地方公務員法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の

職を占める職員（以下「再任用短時間勤務職員」という。）を除く。） 職を占める職員（以下「再任用短時間勤務職員」という。）を除く。）

ア 特定職に引き続き在職した期間が１年以上である非常勤職員

イ 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して市長が定める非常勤職

員
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議案第 ３１号参考資料

川口市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市会計年度任用職員の給与等に関する条例（令和元年条例第１８号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（給料及び基本報酬） （給料及び基本報酬）

第３条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は、勤務１月につき、別表第１ 第３条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は、勤務１月につき、別表第１に

に定める給料月額とする 掲げる職種の区分に応じ、同表に定める給料月額を超えない範囲内において任命

。 権者が定める。

２ （略） ２ （略）

３ 基本報酬の額を月額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、 ３ 基本報酬の額を月額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、

勤務１月につき、別表第１ に定める給料月額に、 勤務１月につき、別表第１に掲げる職種の区分に応じ、同表に定める給料月額に、

その者について定められた１週間当たりの勤務時間を３８．７５で除して得た数 その者について定められた１週間当たりの勤務時間を３８．７５で除して得た数

を乗じて得た額とする 。 を乗じて得た額を超えない範囲内において任命権者が定める。

４ 基本報酬の額を日額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、 ４ 基本報酬の額を日額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、

勤務１日につき、別表第１ に定める給料月額を 勤務１日につき、別表第１に掲げる職種の区分に応じ、同表に定める給料月額を

２１で除して得た額に、その者について定められた１日当たりの勤務時間を７． ２１で除して得た額に、その者について定められた１日当たりの勤務時間を７．

７５で除して得た数を乗じて得た額とする 。 ７５で除して得た数を乗じて得た額を超えない範囲内において任命権者が定める。

５ 基本報酬の額を時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額 ５ 基本報酬の額を時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額

は、勤務１時間につき、別表第１ に定める給料 は、勤務１時間につき、別表第１に掲げる職種の区分に応じ、同表に定める給料

月額を１６２．７５で除して得た額とする 。 月額を１６２．７５で除して得た額を超えない範囲内において任命権者が定める。

６ 会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを別 ６ 会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを一

表第１ に定める職務の級に分類するものとし、その 般職給与条例別表第１及び別表第２に定める職務の級に分類するものとし、その

分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第２に定めるところによる。 分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第２に定めるところによる。

７ （略） ７ （略）

（初任給調整手当及びこれに相当する報酬） （初任給調整手当及びこれに相当する報酬）

第５条 別表第１の２医療職給料表（１）の適用を受ける職に新たに採用されたフ 第５条 医師又は歯科医師の 職に新たに採用されたフ
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ルタイム会計年度任用職員には、一般職給与条例の適用を受ける職員の例により、 ルタイム会計年度任用職員には、一般職給与条例の適用を受ける職員の例により、

初任給調整手当を支給する。 初任給調整手当を支給する。

２ 別表第１の２医療職給料表（１）の適用を受ける職に新たに採用されたパート ２ 医師又は歯科医師の 職に新たに採用されたパート

タイム会計年度任用職員には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める タイム会計年度任用職員には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

額を初任給調整手当に相当する報酬として支給する。 額を初任給調整手当に相当する報酬として支給する。

(1) ～(3) （略） (1) ～(3) （略）

（地域手当及びこれに相当する報酬） （地域手当及びこれに相当する報酬）

第６条 （略） 第６条 （略）

２ パートタイム会計年度任用職員には、基本報酬の額を月額で定める者にあって ２ パートタイム会計年度任用職員には、基本報酬の額を月額で定める者にあって

は勤務１月につき、日額で定める者にあっては勤務１日につき、時間額で定める は勤務１月につき、日額で定める者にあっては勤務１日につき、時間額で定める

者にあっては勤務１時間につき第３条第３項から第５項までの規定による 者にあっては勤務１時間につき第３条第３項から第５項までの規定により任命権

基本報酬の額（以下「基本報酬の額」という。）に、一般職給与条例 者が定めた基本報酬の額（以下「基本報酬の額」という。）に、一般職給与条例

第８条の２第２項に定める割合を乗じて得た額を、それぞれ地域手当に相当する 第８条の２第２項に定める割合を乗じて得た額を、それぞれ地域手当に相当する

報酬として支給する。 報酬として支給する。

（勤務１時間当たりの給与額の算出） （勤務１時間当たりの給与額の算出）

第１２条 （略） 第１２条 （略）

２ パートタイム会計年度任用職員の第８条に規定する勤務１時間当たりの給与額 ２ パートタイム会計年度任用職員の第８条に規定する勤務１時間当たりの給与額

は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基本報酬を月額で定める者 基本報酬の額及び第６条第２項に規定する地域 (1) 基本報酬を月額で定める者 基本報酬の額及び 地域

手当に相当する報酬の額（以下「地域手当に相当する報酬の額」という。）の 手当に相当する報酬の額 の

合計額に１２を乗じ、その額を１週間当たりの勤務時間に５２を乗じて得た数 合計額に１２を乗じ、その額を１週間当たりの勤務時間に５２を乗じて得た数

で除して得た額 で除して得た額

(2) ・(3) （略） (2) ・(3) （略）

３ （略） ３ （略）

（期末手当） （期末手当）

第１５条 期末手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条においてこれらの日 第１５条 一般職給与条例第１６条から第１６条の３までの規定（一般職給与条例

を「基準日」という。）にそれぞれ在職する会計年度任用職員（任期が６月以上 第１６条第３項及び第５項の規定を除く。）は、６月１日及び１２月１日にそれ

の者その他の者で規則で定めるものに限る。以下この条において同じ。）に対し ぞれ在職する会計年度任用職員（任期が６月以上の者その他の者で規則で定める

-11-



て、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前 ものに限る。）について準用する。この場合において、一般職給与条例第１６条

１箇月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員（規則で定める会計年度任 第４項中「前２項」とあるのは「第２項」と、「給料及び扶養手当の月額並びに

用職員を除く。）についても、同様とする。 これらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「給料の額及び地域手当の

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２７．５を乗じて得た額に、 月額の合計額（地方公務員法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員に該当する

基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分 者にあっては、川口市会計年度任用職員の給与等に関する条例（令和元年条例第

に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 １８号）第３条第３項から第５項までの規定により任命権者が定めた基本報酬の

(1) ６箇月 １００分の１００ 額及び同条例第６条第２項に規定する地域手当に相当する報酬の額の合計額を規

(2) ５箇月以上６箇月未満 １００分の８０ 則で定める方法により月額に換算した額）」と読み替えるものとする。

(3) ３箇月以上５箇月未満 １００分の６０

(4) ３箇月未満 １００分の３０

３ 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在（退職し、又は死亡した会計

年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在）において会計年度任用

職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額（パート

タイム会計年度任用職員にあっては、基本報酬の額及び地域手当に相当する報酬

の額の合計額を規則で定める方法により月額に換算した額）（次項において「給

料等の月額」という。）とする。

４ 別表第１の１行政職給料表の適用を受ける会計年度任用職員でその職務の級が

３級であるものその他職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定める

会計年度任用職員については、前項の規定にかかわらず、給料等の月額に、給料

等の月額に１００分の５を乗じて得た額を加算した額を第２項の期末手当基礎額

とする。

５ 第２項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

６ 一般職給与条例第１６条の２及び第１６条の３の規定は、会計年度任用職員に

ついて準用する。この場合において、一般職給与条例第１６条の２中「前条第１

項」とあるのは、「川口市会計年度任用職員の給与等に関する条例（令和元年条

例第１８号）第１５条第１項」と読み替えるものとする。

附 則 附 則

（施行期日）

（略） １ （略）
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（令和２年１２月に支給する期末手当に関する特例措置）

２ 令和２年１２月に支給する期末手当に係る第１５条において準用する一般職給

与条例第１６条第２項の規定の適用については、同項中「１００分の１２５」と

あるのは、「１００分の１３０」とする。

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係）

（略） （略）
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○ 川口市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和２６年条例第４０号）（附則第３項関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（減給の効果） （減給の効果）

第３条 減給は、１日以上６月以下の期間、給料の月額（法第２２条の２第１項第 第３条 減給は、１日以上６月以下の期間、給料の月額（法第２２条の２第１項第

１号に掲げる職員にあっては、川口市会計年度任用職員の給与等に関する条例（ １号に掲げる職員にあっては、川口市会計年度任用職員の給与等に関する条例（

令和元年条例第１８号）第３条第３項から第５項までの規定による 令和元年条例第１８号）第３条第３項から第５項までの規定により任命権者が定

基本報酬の額）の１０分の１以下に相当する額を、給与から減ずるものとす めた基本報酬の額）の１０分の１以下に相当する額を、給与から減ずるものとす

る。 る。
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議案第 ３２号参考資料

川口市保健衛生関係事務手数料条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市保健衛生関係事務手数料条例（平成２９年条例第５５号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（狂犬病予防法に関する事務の手数料の額等） （狂犬病予防法に関する事務の手数料の額等）

第１２条 狂犬病予防法（以下この条において「法」という。）及び狂犬病予防法 第１２条 狂犬病予防法（以下この条において「法」という。）及び狂犬病予防法

施行令（昭和２８年政令第２３６号。以下この条において「令」という。）に基 施行令（昭和２８年政令第２３６号。以下この条において「令」という。）に基

づき市長に登録等の申請をしようとする者又は注射済票の交付を受けようとする づき市長に登録等の申請をしようとする者又は注射済票の交付を受けようとする

者は、次に定めるところにより市に手数料を納付しなければならない。 者は、次に定めるところにより市に手数料を納付しなければならない。

(1) 法第４条第１項の規定に基づく犬の登録申請手数料（動物の愛護及び管理に (1) 法第４条第２項の規定に基づく犬の登録申請手数料

関する法律第３９条の７第２項の規定により法第４条第１項の規定に基づく犬

の登録申請があったものとみなされる場合における登録申請手数料を含む。）

１件につき ３，０００円 １件につき ３，０００円

(2) ～(4) （略） (2) ～(4) （略）

（動物の愛護及び管理に関する法律に関する事務の手数料の額等） （動物の愛護及び管理に関する法律に関する事務の手数料の額等）

第１９条 動物の愛護及び管理に関する法律（以下この条において「法」という。 第１９条 動物の愛護及び管理に関する法律（以下この条において「法」という。

）に基づき市長に登録等の申請をしようとする者は、次に定めるところにより市 ）に基づき市長に登録等の申請をしようとする者は、次に定めるところにより市

に手数料を納付しなければならない。 に手数料を納付しなければならない。

(1) ～(5) （略） (1) ～(5) （略）

(6) 法第３９条の７第６項の規定に基づく犬の鑑札の交付手数料 １件につき

１，６００円

（手数料等の徴収時期） （手数料等の徴収時期）

第２４条 第２条から第２２条までに規定する手数料及び前条に規定する費用（以 第２４条 第２条から第２２条までに規定する手数料及び前条に規定する費用（以

下「手数料等」という。）は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める 下「手数料等」という。）は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

ときに徴収する。ただし、第１２条第１号に掲げる手数料については、市長が別 ときに徴収する。
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に定めるときに徴収することができる。

(1) 第２条、第４条から第１０条まで、第１２条（第２号を除く。）、第１３条、 (1) 第２条、第４条から第１０条まで、第１２条（第２号を除く。）、第１３条、

第１４条、第１６条から第１８条まで、第１９条（第６号を除く。）及び第２ 第１４条及び第１６条

０条から第２２条までに規定する手数料 申請又は申請に対する処分に係る書 から第２２条までに規定する手数料 申請又は申請に対する処分に係る書

類の交付のとき。 類の交付のとき。

(2) （略） (2) （略）

(3) 第１２条第２号及び第１９条第６号に掲げる手数料 注射済票又は鑑札の交 (3) 第１２条第２号に規定する 手数料 注射済票 の交

付のとき。 付のとき。

(4) （略） (4) （略）

（手数料等の免除） （手数料等の免除）

第２６条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料等を免除することができ 第２６条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料等を免除することができ

る。 る。

(1) （略） (1) （略）

(2) 身体障害者補助犬法（平成１４年法律第４９号）第２条第１項に規定する身 (2) 身体障害者補助犬法（平成１４年法律第４９号）第２条第１項に規定する身

体障害者補助犬について、その使用者から第１２条各号及び第１９条第６号に 体障害者補助犬について、その使用者から第１２条各号 に

掲げる手数料に係る申請があったとき。 掲げる手数料に係る申請があったとき。

(3) （略） (3) （略）
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議案第 ３３号参考資料

川口市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２９年条例第５８号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（懲戒に係る権限の濫用禁止） （懲戒に係る権限の濫用禁止）

第１２条 児童福祉施設の長は、入所中の児童 第１２条 児童福祉施設の長は、入所中の児童等（法第３３条の７に規定する児童

に対し、法第４７条第１項本文の規定に 等をいう。以下この条において同じ。）に対し、法第４７条第１項本文の規定に

より親権を行う場合であって懲戒するとき又は同条第３項の規定により懲戒に関 より親権を行う場合であって懲戒するとき又は同条第３項の規定により懲戒に関

しその児童の 福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格 しその児童等の福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格

を辱める等その権限を濫用してはならない。 を辱める等その権限を濫用してはならない。
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○ 川口市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２９年条例第５９号）（附則第２項関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の準用） （児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の準用）

第１４条 川口市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第４条、 第１４条 川口市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第４条、

第５条第１項、第２項、第４項、第５項及び第７項、第６条、第８条、第１０条 第５条第１項、第２項、第４項、第５項及び第７項、第６条、第８条、第１０条

から第１２条まで、第１４条（第４項ただし書を除く。）、第１８条、第１９条、 から第１２条まで、第１４条（第４項ただし書を除く。）、第１８条、第１９条、

第３３条第７号、第３４条（後段を除く。）並びに第３８条の規定は、幼保連携 第３３条第７号、第３４条（後段を除く。）並びに第３８条の規定は、幼保連携

型認定こども園について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同 型認定こども園について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる同

条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替える 条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替える

ものとする。 ものとする。

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句

（略） （略）

第１２条 （略） 第１２条 （略）

入所中の児童 （略） 入所中の児童等（法第３ （略）
３条の７に規定する児童
等をいう。以下この条に

に対し法 おいて同じ。）に対し法
第４７条第１項本文の規 第４７条第１項本文の規
定により親権を行う場合 定により親権を行う場合
であって懲戒するとき又 であって懲戒するとき又
は同条第３項 は同条第３項

その児童 その児童等

（略） （略）

２ （略） ２ （略）
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○ 川口市幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地方裁量型認定こども園の認定の要件を定める条例（平成３１年条例第２０号）（附則第３項関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の準用） （児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の準用）

第１９条 川口市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第４条、 第１９条 川口市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第４条、

第５条第１項、第２項、第４項及び第５項、第６条（第２項ただし書を除く。）、 第５条第１項、第２項、第４項及び第５項、第６条（第２項ただし書を除く。）、

第１０条から第１２条まで、第１４条（第１項及び第４項ただし書を除く。）、 第１０条から第１２条まで、第１４条（第１項及び第４項ただし書を除く。）、

第１５条第１項及び第４項、第１８条、第１９条第１項及び第２項、第３３条第 第１５条第１項及び第４項、第１８条、第１９条第１項及び第２項、第３３条第

７号並びに第３８条の規定は、認定こども園について準用する。この場合におい ７号並びに第３８条の規定は、認定こども園について準用する。この場合におい

て、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右 て、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右

欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句

（略） （略）

第１２条 （略） 第１２条 （略）

入所中の児童 （略） 入所中の児童等（法第３ （略）
３条の７に規定する児童
等をいう。以下この条に

に対し、 おいて同じ。）に対し、
法第４７条第１項本文の 法第４７条第１項本文の
規定により親権を行う場 規定により親権を行う場
合であって懲戒するとき 合であって懲戒するとき
又は同条第３項 又は同条第３項

その児童 その児童等

（略） （略）

２ （略） ２ （略）

-19-



議案第 ３４号参考資料

川口市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（令和元年条例第４３号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（従業者の員数） （従業者の員数）

第５条 （略） 第５条 （略）

２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、日常生活 ２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、日常生活

を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員（日常生活を営むの を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員（日常生活を営むの

に必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。）を、日常生活及び社会生 に必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。）を、日常生活及び社会生

活を営むために医療的ケア（人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他児童福 活を営むために医療的ケア（人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他児童福
かくたん かくたん

祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成２ 祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成２

４年厚生労働省令第１５号。以下「指定通所支援基準」という。）第５条第２項 ４年厚生労働省令第１５号。以下「指定通所支援基準」という。）第５条第２項

に規定する厚生労働大臣が定める医療行為をいう。以下同じ。）を恒常的に受け に規定する厚生労働大臣が定める医療行為をいう。以下同じ。）を恒常的に受け

ることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員（保健師、助 ることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員（保健師、助

産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。）を、それぞれ置かなければなら 産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。）を、それぞれ置かなければなら

ない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないこ ない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないこ

とができる。 とができる。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 当該指定児童発達支援事業所（社会福祉士及び介護福祉士法附則第２７条第 (3) 当該指定児童発達支援事業所（社会福祉士及び介護福祉士法附則第２０条第

１項の登録に係る事業所である場合に限る。）において、医療的ケアのうち特 １項の登録に係る事業所である場合に限る。）において、医療的ケアのうち特

定行為（同法附則第１０条第１項に規定する特定行為をいう。次条及び第７８ 定行為（同法附則第３条第１項 に規定する特定行為をいう。次条及び第７８

条において同じ。）のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自 条において同じ。）のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自

らの事業又はその一環として特定行為業務（同法附則第２７条第１項に規定す らの事業又はその一環として特定行為業務（同法附則第２０条第１項に規定す

る特定行為業務をいう。次条及び第７８条において同じ。）を行う場合 る特定行為業務をいう。次条及び第７８条において同じ。）を行う場合

３～８ （略） ３～８ （略）

第６条 （略） 第６条 （略）

２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、日常生活 ２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、日常生活
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を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員を、日常生活及び社 を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員を、日常生活及び社

会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医 会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医

療的ケアを行う場合は看護職員を、それぞれ置かなければならない。ただし、次 療的ケアを行う場合は看護職員を、それぞれ置かなければならない。ただし、次

の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。 の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 当該指定児童発達支援事業所（社会福祉士及び介護福祉士法附則第２７条第 (3) 当該指定児童発達支援事業所（社会福祉士及び介護福祉士法附則第２０条第

１項の登録に係る事業所である場合に限る。）において、医療的ケアのうち特 １項の登録に係る事業所である場合に限る。）において、医療的ケアのうち特

定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又は 定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又は

その一環として特定行為業務を行う場合 その一環として特定行為業務を行う場合

３～８ （略） ３～８ （略）

（従業者の員数） （従業者の員数）

第７８条 （略） 第７８条 （略）

２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定放課後等デイサービス事業所において、 ２ 前項各号に掲げる従業者のほか、指定放課後等デイサービス事業所において、

日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員を、日常生 日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員を、日常生

活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障 活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障

害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かなければならない。 害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かなければならない。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことがで ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことがで

きる。 きる。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 当該指定放課後等デイサービス事業所（社会福祉士及び介護福祉士法附則第 (3) 当該指定放課後等デイサービス事業所（社会福祉士及び介護福祉士法附則第

２７条第１項の登録に係る事業所である場合に限る。）において、医療的ケア ２０条第１項の登録に係る事業所である場合に限る。）において、医療的ケア

のうち特定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの のうち特定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの

事業又はその一環として特定行為業務を行う場合 事業又はその一環として特定行為業務を行う場合

３～８ （略） ３～８ （略）
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議案第 ３５号参考資料

川口市旅館業の施設の設置場所及び衛生措置の基準等を定める条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市旅館業の施設の設置場所及び衛生措置の基準等を定める条例（平成３０年条例第１５号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（定義） （定義）

第２条 （略） 第２条 （略）

２ 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 ２ 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ～(4) （略） (1) ～(4) （略）

(5) 上がり用湯 洗い場 に備え付けられた湯栓及びシャワーから供 (5) 上がり用湯 洗い場又はシャワーに備え付けられた湯栓 から供

給される温水をいう。 給される温水をいう。

(6) 上がり用水 洗い場 に備え付けられた水栓及びシャワーから供 (6) 上がり用水 洗い場又はシャワーに備え付けられた水栓 から供

給される水をいう。 給される水をいう。

(7) ～(9) （略） (7) ～(9) （略）

（衛生に必要な措置の基準） （衛生に必要な措置の基準）

第５条 （略） 第５条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 法第４条第２項の規定により条例で定める清潔を保持するための措置の基準は、 ４ 法第４条第２項の規定により条例で定める清潔を保持するための措置の基準は、

次のとおりとする。 次のとおりとする。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 入浴設備 (3) 入浴設備

ア・イ （略） ア・イ （略）

ウ 浴槽水は、規則で定めるところにより消毒を行うこと。

エ 原湯、上がり用湯（シャワーから供給されるものに限る。）及び浴槽水は、 ウ 浴槽水 は、

規則で定めるところにより水質検査を行い、その記録を３年間保存すること。 規則で定めるところにより水質検査を行い、その記録を３年間保存すること。

オ （略） エ （略）

カ シャワーを設ける場合は、次のとおりとすること。
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(ｱ) 毎週１回以上、内部の水が置き換わるように通水すること。

(ｲ) シャワーヘッド及びホースは、６月に１回以上点検し、毎年１回以上内

部の汚れ及びスケールの洗浄並びに消毒を行うこと。

キ （略） オ （略）

ク 水位計配管は、毎週１回以上消毒し、必要に応じて付着した生物膜を適切

な方法で除去すること。

ケ （略） カ （略）

コ 循環ろ過器を設置して浴槽水をろ過する場合は、次のとおりとすること。 キ 循環ろ過器を設置して浴槽水をろ過する場合は、次のとおりとすること。

(ｱ) ・(ｲ) （略） (ｱ) ・(ｲ) （略）

(ｳ) 集毛器は、毎日１回以上清掃及び消毒を行うこと。 (ｳ) 集毛器は、毎日１回以上清掃する こと。

(ｴ) 浴槽水は、規則で定めるところにより消毒すること。

(ｴ) （略） (ｵ) （略）

サ （略） ク （略）

シ 浴槽に気泡発生装置、ジェット噴射装置等微小な水粒を発生させる設備（

以下「気泡発生装置等」という。）を設置する場合は、適宜清掃及び消毒を

行うこと。

ス （略） ケ （略）

セ 浴室の給湯栓又はシャワーへ送る湯の温度を調節する調節箱を設ける場合 コ 浴室の給湯栓又はシャワーへ送る湯の温度を調節する調節箱を設ける場合

は、生物膜の状況を監視するとともに、毎年１回以上清掃及び消毒を行うこ は、当該調節箱を定期的に清掃する こ

と。 と。

ソ・タ （略） サ・シ （略）

チ 自主管理に係る点検記録は、３年間保存すること。

ツ 浴槽水を循環させることなく入浴者ごとに換水する客室の入浴設備につい ス 浴槽水を循環させることなく入浴者ごとに換水する客室の入浴設備につい

ては、イからセまで、タ及びチの規定は、適用しないこと。 ては、イからコまで及びシ の規定は、適用しないこと。

(4) ～(6) （略） (4) ～(6) （略）

５ 法第４条第２項の規定により条例で定めるその他宿泊者の衛生に必要な措置の ５ 法第４条第２項の規定により条例で定めるその他宿泊者の衛生に必要な措置の

うち客室の定員は、旅館・ホテル営業及び下宿営業にあっては３．５平方メート うち客室の定員は、旅館・ホテル営業及び下宿営業にあっては３．５平方メート

ルにつき１人、簡易宿所営業にあっては３．３平方メートルにつき１人（階層式 ルにつき１人、簡易宿所営業にあっては１．５平方メートルにつき１人

寝台を置く場合にあっては、１．６５平方メートルにつき１人）を基準とする。 を基準とする。
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（旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準） （旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準）

第８条 令第１条第１項第８号の条例で定める構造設備の基準は、次のとおりとす 第８条 令第１条第１項第８号の条例で定める構造設備の基準は、次のとおりとす

る。 る。

(1) ～(3) （略） (1) ～(3) （略）

(4) 玄関帳場を設置しない場合は、次の要件を満たすこと。

ア 当該施設へおおむね１０分以内に駆けつけることができる範囲内に、規則

で定める管理体制を有する事務所（以下「管理事務所」という。）を有する

こと。

イ 施設の出入口付近に、宿泊者等の出入りの状況を鮮明な画像により確認す

ることができるビデオカメラその他の撮影機器（録画機能を有するものに限

る。）を設置し、その画像を常時確認することができる機器を管理事務所に

設置すること。

ウ 宿泊者の本人確認を行うために、宿泊者本人を鮮明な画像により確認する

ことができるビデオカメラその他の撮影機器を施設に設置するとともに、施

設及び管理事務所に双方の間で連絡を取ることができる通話機器を設置する

こと。ただし、宿泊者と直接面接を行うことにより宿泊手続を行う場合は、

この限りでない。

エ ウの規定により撮影機器及び通話機器を設置した施設内の場所並びに客室

に、当該施設の名称及び営業者名、管理事務所の所在地並びに事故その他の

緊急を要する事態が発生した場合に対応する者と常時連絡を取ることができ

る連絡先が表示されていること。

(5) 入浴設備を設ける場合は、次の要件を満たすものであること。 (4) 入浴設備を設ける場合は、次の要件を満たすものであること。

ア～エ （略） ア～エ （略）

オ 浴槽に気泡発生装置等を設置する場合は、次の要件を満たす構造設備であ オ 浴槽に気泡発生装置、ジェット噴射装置等微小な水粒を発生させる設備（

ること。 以下「気泡発生装置等」という。）を設置する場合は、当該気泡発生装置等

(ｱ) 連日使用している浴槽水を用いる構造でないこと。 の空気取入口から土ぼこりが入らないような構造であること。

(ｲ) 当該気泡発生装置等の空気取入口から土ぼこりが入らないような構造で

あること。

カ （略） カ （略）

(6) ～(8) （略） (5) ～(7) （略）
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（簡易宿所営業の施設の構造設備の基準） （簡易宿所営業の施設の構造設備の基準）

第９条 令第１条第２項第７号の条例で定める構造設備の基準は、次のとおりとす 第９条 令第１条第２項第７号の条例で定める構造設備の基準は、次のとおりとす

る。 る。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 入浴設備を設ける場合は、次の要件を満たすものであること。 (3) 入浴設備を設ける場合は、次の要件を満たすものであること。

ア～ウ （略） ア～ウ （略）

エ 浴槽に気泡発生装置等を設置する場合は、次の要件を満たす構造設備であ エ 浴槽に気泡発生装置等を設置する場合は、当該気泡発生装置等の空気取入

ること。 口から土ぼこりが入らないような構造であること。

(ｱ) 連日使用している浴槽水を用いる構造でないこと。

(ｲ) 当該気泡発生装置等の空気取入口から土ぼこりが入らないような構造で

あること。

オ （略） オ （略）

(4) ～(6) （略） (4) ～(6) （略）

（下宿営業の施設の構造設備の基準） （下宿営業の施設の構造設備の基準）

第１０条 令第１条第３項第５号の条例で定める構造設備の基準は、次のとおりと 第１０条 令第１条第３項第５号の条例で定める構造設備の基準は、次のとおりと

する。 する。

(1) 入浴設備を設ける場合は、次の要件を満たすものであること。 (1) 入浴設備を設ける場合は、次の要件を満たすものであること。

ア～ウ （略） ア～ウ （略）

エ 浴槽に気泡発生装置等を設置する場合は、次の要件を満たす構造設備であ エ 浴槽に気泡発生装置等を設置する場合は、当該気泡発生装置等の空気取入

ること。 口から土ぼこりが入らないような構造であること。

(ｱ) 連日使用している浴槽水を用いる構造でないこと。

(ｲ) 当該気泡発生装置等の空気取入口から土ぼこりが入らないような構造で

あること。

オ （略） オ （略）

(2) ・(3) （略） (2) ・(3) （略）

（構造設備の適用除外） （構造設備の適用除外）

第１１条 第８条第２号、第３号エ及び第８号並びに第９条第２号及び第６号の規 第１１条 第８条第２号、第３号エ及び第７号並びに第９条第２号及び第６号の規

定は、次に掲げる施設については、適用しない。 定は、次に掲げる施設については、適用しない。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

（責任者の届出） （責任者の届出）
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第１２条 法第３条の２第１項に規定する営業者は、第５条第４項第３号タの規定 第１２条 法第３条の２第１項に規定する営業者は、第５条第４項第３号シの規定

により入浴設備について日常の衛生管理に係る責任者を選任し、又は変更したと により入浴設備について日常の衛生管理に係る責任者を選任し、又は変更したと

きは、遅滞なく、その責任者の氏名その他規則で定める事項を市長に届け出なけ きは、遅滞なく、その責任者の氏名その他規則で定める事項を市長に届け出なけ

ればならない。 ればならない。

附 則 附 則

１・２ （略） １・２ （略）

３ 施行日の前日において旅館業法施行条例の一部を改正する条例（平成２０年埼 ３ 施行日の前日において旅館業法施行条例の一部を改正する条例（平成２０年埼

玉県条例第１８号）附則第２項の規定の適用を受けていた旅館業の施設であって、 玉県条例第１８号）附則第２項の規定の適用を受けていた旅館業の施設であって、

施行日以後引き続き第８条第５号エからカまで、第９条第３号ウからオまで又は 施行日以後引き続き第８条第４号エからカまで、第９条第３号ウからオまで又は

第１０条第１号ウからオまでの規定に適合しない部分があるものの当該部分に係 第１０条第１号ウからオまでの規定に適合しない部分があるものの当該部分に係

る構造設備の基準については、施行日以後最初に当該部分の構造設備が変更され る構造設備の基準については、施行日以後最初に当該部分の構造設備が変更され

るまでの間は、同項の規定の例による。 るまでの間は、同項の規定の例による。
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議案第 ３６号参考資料

川口市公衆浴場の設置場所及び構造設備の基準等を定める条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市公衆浴場の設置場所及び構造設備の基準等を定める条例（平成２９年条例第７４号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（定義） （定義）

第２条 （略） 第２条 （略）

２ 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 ２ 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ～(4) （略） (1) ～(4) （略）

(5) 上がり用湯 洗い場 に備え付けられた湯栓及びシャワーから供 (5) 上がり用湯 洗い場又はシャワーに備え付けられた湯栓 から供

給される温水をいう。 給される温水をいう。

(6) 上がり用水 洗い場 に備え付けられた水栓及びシャワーから供 (6) 上がり用水 洗い場又はシャワーに備え付けられた水栓 から供

給される水をいう。 給される水をいう。

(7) ～(11) （略） (7) ～(11) （略）

（その他の公衆浴場の措置基準） （その他の公衆浴場の措置基準）

第５条 その他の公衆浴場のうち、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する 第５条 その他の公衆浴場のうち、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する

法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第６項第１号に規定する営業に係るも 法律（昭和２３年法律第１２２号）第２条第６項第１号に規定する営業に係るも

のの措置基準は、別表第１（第２号、第２４号及び第３１号を除く。）及び別表 のの措置基準は、別表第１（第２号、第２１号及び第２８号を除く。）及び別表

第２のとおりとする。 第２のとおりとする。

２ 前項に規定する公衆浴場以外のその他の公衆浴場のうち、サウナ室のみを入浴 ２ 前項に規定する公衆浴場以外のその他の公衆浴場のうち、サウナ室のみを入浴

設備として利用させるものに係る措置基準は、別表第１（第１２号から第１６号 設備として利用させるものに係る措置基準は、別表第１（第１２号から第１６号

まで、第１８号、第２０号及び第２２号から第３１号までを除く。）のとおりと まで及び第１８号から第２８号 までを除く。）のとおりと

するほか、シャワーを設けることとする。 するほか、シャワーを設けることとする。

３ （略） ３ （略）

（措置基準の緩和） （措置基準の緩和）

第６条 前２条の規定にかかわらず、別表第１第１号、第３１号イ、第３２号ア及 第６条 前２条の規定にかかわらず、別表第１第１号、第２８号イ、第２９号ア及

び第３４号の規定については、市長が施設の利用形態から風紀に支障がないと認 び第３１号の規定については、市長が施設の利用形態から風紀に支障がないと認
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めるときは、当該公衆浴場に対しては、これらの規定の一部を適用しないことと めるときは、当該公衆浴場に対しては、これらの規定の一部を適用しないことと

することができる。 することができる。

（責任者の届出） （責任者の届出）

第７条 法第２条の２第１項に規定する営業者は、別表第１第３６号の規定により 第７条 法第２条の２第１項に規定する営業者は、別表第１第３３号の規定により

日常の衛生管理に係る責任者を選任し、又は変更したときは、遅滞なく、その責 日常の衛生管理に係る責任者を選任し、又は変更したときは、遅滞なく、その責

任者の氏名その他規則で定める事項を市長に届け出なければならない。 任者の氏名その他規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

附 則 附 則

１ （略） １ （略）

（経過措置） （経過措置）

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において公衆浴場法施 ２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において公衆浴場法施

行条例（平成２０年埼玉県条例第１９号）附則第２項の規定の適用を受けていた 行条例（平成２０年埼玉県条例第１９号）附則第２項の規定の適用を受けていた

公衆浴場であって、施行日以後引き続き別表第１第１０号、第１３号、第２７号 公衆浴場であって、施行日以後引き続き別表第１第１０号、第１３号、第２４号

ア、イ、オ、キ若しくはク、第２９号、第３１号ア若しくはウ又は第３２号（ア ア、イ、オ、キ若しくはケ、第２６号、第２８号ア若しくはウ又は第２９号（ア

を除く。）の規定に適合しない部分があるものの当該部分に係る措置基準につい を除く。）の規定に適合しない部分があるものの当該部分に係る措置基準につい

ては、当該部分が変更されるまでの間は、同項の規定の例による。 ては、当該部分が変更されるまでの間は、同項の規定の例による。

別表第１（第４条―第７条関係） 別表第１（第４条―第７条関係）

(1) ～(17) （略） (1) ～(17) （略）

(18) 浴槽水は、規則で定めるところにより消毒を行うこと。

(19) 原湯、上がり用湯（シャワーから供給されるものに限る。）及び浴槽水は、 (18) 浴槽水 は、

規則で定めるところにより水質検査を行い、その記録を３年間保存すること。 規則で定めるところにより水質検査を行い、その記録を３年間保存すること。

(20) （略） (19) （略）

(21) シャワーを設ける場合は、次のとおりとすること。

ア 毎週１回以上、内部の水が置き換わるように通水すること。

イ シャワーヘッド及びホースは、６月に１回以上点検し、毎年１回以上内部

の汚れ及びスケールの洗浄並びに消毒を行うこと。

(22) （略） (20) （略）

(23) 水位計配管は、毎週１回以上消毒し、必要に応じて付着した生物膜を適切

な方法で除去すること。

(24)～(26) （略） (21)～(23) （略）
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(27) 循環ろ過器を設置して浴槽水をろ過する場合は、次のとおりとすること。 (24) 循環ろ過器を設置して浴槽水をろ過する場合は、次のとおりとすること。

ア～オ （略） ア～オ （略）

カ 集毛器は、毎日１回以上清掃及び消毒を行うこと。 カ 集毛器は、毎日１回以上清掃する こと。

キ （略） キ （略）

ク 浴槽水は、規則で定めるところにより消毒すること。

ク・ケ （略） ケ・コ （略）

(28) （略） (25) （略）

(29) 浴槽に気泡発生装置、ジェット噴射装置等微小な水粒を発生させる設備（ (26) 浴槽に気泡発生装置、ジェット噴射装置等微小な水粒を発生させる設備（

以下この号において「気泡発生装置等」という。）を設置する場合は、次のと 以下この号において「気泡発生装置等」という。）を設置する場合は、当該気

おりとする こと。 泡発生装置等の空気取入口から土ぼこりが入らないような構造であること。

ア 連日使用している浴槽水を用いる構造でないこと。

イ 当該気泡発生装置等の空気取入口から土ぼこりが入らないような構造であ

ること。

ウ 適宜清掃及び消毒を行うこと。

(30)～(32) （略） (27)～(29) （略）

(33) 浴室の給湯栓又はシャワーへ送る湯の温度を調節する調節箱を設ける場合 (30) 浴室の給湯栓又はシャワーへ送る湯の温度を調節する調節箱を設ける場合

は、生物膜の状況を監視するとともに、毎年１回以上清掃及び消毒を行うこと。 は、当該調節箱を定期的に清掃する こと。

(34) ７歳 以上の男女を混浴させないこと。 (31) １０歳以上の男女を混浴させないこと。

(35)・(36) （略） (32)・(33) （略）

(37) 自主管理に係る点検記録は、３年間保存すること。
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議案第 ３７号参考資料

川口市国民健康保険条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市国民健康保険条例（昭和３４年条例第１５号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（被保険者としない者） （被保険者としない者）

第３条の２ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）の規定により、児童福祉施 第３条の２ 次に掲げる者は、被保険者としない。

設に入所している児童、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託 (1) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）の規定により、児童福祉施設に入

されている児童又は一時保護が行われている児童であって、民法の規定による扶 所している児童、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され

養義務者のないものは、被保険者としない。 ている児童又は一時保護が行われている児童であって、民法の規定による扶養

義務者のないもの

(2) 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）に基づく養護老人ホーム又は特別

養護老人ホームに入所している者であって、市長が当該施設の長の意見を聴い

て定めるもの
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議案第 ３８号参考資料

川口市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市国民健康保険税条例（昭和２９年条例第２５号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額） （国民健康保険の被保険者に係る 所得割額）

第３条 （略） 第３条 （略）

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額） （国民健康保険の被保険者に係る 被保険者均等割額）

第４条 （略） 第４条 （略）

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額） （国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額）

第５条 第２条第３項の所得割額は、 基礎 第５条 第２条第３項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎

控除後の総所得金額等に１００分の２．５を乗じて算定する。 控除後の総所得金額等に１００分の２．５を乗じて算定する。

（納税義務の発生、消滅等に伴う賦課） （納税義務の発生、消滅 に伴う賦課）

第１４条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務の発生した者には、その発生し 第１４条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務の発生した者にはその 発生し

た日の属する月から月割をもって算定した第２条第１項の額（第２２条の規定に た日の属する月から月割をもって算定した第２条第１項の額（第２２条の規定に

よる減額が行われた場合には、その減額後の国民健康保険税の額とする。以下こ よる減額が行われた場合には、同条 の国民健康保険税の額とする。以下こ

の条において同じ。）を課する。 の条において同じ。）を課する。

２～８ （略） ２～８ （略）

（税額の減額） （税額の減額）

第２２条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課す 第２２条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課す

る国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額からアに掲げる額を減 る国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額からアに掲げる額を減

額して得た額（当該減額して得た額が６３０，０００円を超える場合には、６３ 額して得た額（当該減額して得た額が６３０，０００円を超える場合には、６３

０，０００円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からイに掲げる額 ０，０００円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からイに掲げる額

を減額して得た額（当該減額して得た額が１９０，０００円を超える場合には、 を減額して得た額（当該減額して得た額が１９０，０００円を超える場合には、

１９０，０００円）及び同条第４項本文の介護納付金課税額からウに掲げる額を １９０，０００円）及び同条第４項本文の介護納付金課税額からウに掲げる額を

減額して得た額（当該減額して得た額が１７０，０００円を超える場合には、１ 減額して得た額（当該減額して得た額が１７０，０００円を超える場合には、１
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７０，０００円）の合算額とする。 ７０，０００円）の合算額とする。

(1) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、 (1) 法第７０３条の５ に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、

４３０，０００円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険 ４３０，０００円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険

者及び特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第８号の規定により被保険 者及び特定同一世帯所属者（国民健康保険法第６条第８号の規定により被保険

者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同 者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同

一の世帯に属するものをいう。以下同じ。）のうち給与所得を有する者（前年 一の世帯に属するものをいう。以下同じ。）のうち給与所得を有する者（前年

中に法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額に係る所得税法（昭和４０ 中に法第７０３条の５ に規定する総所得金額に係る所得税法（昭和４０

年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得について同条第３項に規 年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得について同条第３項に規

定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給与等の収入 定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条第１項に規定する給与等の収入

金額が５５０，０００円を超える者に限る。）をいう。以下この号において同 金額が５５０，０００円を超える者に限る。）をいう。以下この号において同

じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に法第７０３条の５ じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中に法第７０３条の５

第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第３５条第３項に規定する公的年 に規定する総所得金額に係る同法 第３５条第３項に規定する公的年

金等に係る所得について同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除を受け 金等に係る所得について同条第４項に規定する公的年金等控除額の控除を受け

た者（年齢６５歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が６００，０ た者（年齢６５歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が６００，０

００円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者にあっては当該公的年金等の収 ００円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者にあっては当該公的年金等の収

入金額が１，１００，０００円を超える者に限る。）をいい、給与所得を有す 入金額が１，１００，０００円を超える者に限る。）をいい、給与所得を有す

る者を除く。）の数の合計数（以下この条において「給与所得者等の数」とい る者を除く。）の数の合計数（以下この条において「給与所得者等の数」とい

う。）が２以上の場合にあっては、４３０，０００円に当該給与所得者等の数 う。）が２以上の場合にあっては、４３０，０００円に当該給与所得者等の数

から１を減じた数に１００，０００円を乗じて得た金額を加算した金額）を超 から１を減じた数に１００，０００円を乗じて得た金額を加算した金額）を超

えない世帯に係る納税義務者 えない世帯に係る納税義務者

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者 ア 国民健康保険の被保険者に係る 被保険者均等割額 被保険者

（２項世帯主を除く。）１人について １９，６００円 （２項世帯主を除く。）１人について １９，６００円

イ・ウ （略） イ・ウ （略）

(2) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、 (2) 法第７０３条の５ に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、

４３０，０００円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険 ４３０，０００円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険

者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、 者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、

４３０，０００円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００ ４３０，０００円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００

円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人 円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人

につき２８５，０００円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前 につき２８５，０００円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前

号に該当する者を除く。） 号に該当する者を除く。）
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ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者 ア 国民健康保険の被保険者に係る 被保険者均等割額 被保険者

（２項世帯主を除く。）１人について １４，０００円 （２項世帯主を除く。）１人について １４，０００円

イ・ウ （略） イ・ウ （略）

(3) 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、 (3) 法第７０３条の５ に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、

４３０，０００円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険 ４３０，０００円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険

者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、 者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、

４３０，０００円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００ ４３０，０００円に当該給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００

円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人 円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１人

につき５２０，０００円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前 につき５２０，０００円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前

２号に該当する者を除く。） ２号に該当する者を除く。）

ア 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者 ア 国民健康保険の被保険者に係る 被保険者均等割額 被保険者

（２項世帯主を除く。）１人について ５，６００円 （２項世帯主を除く。）１人について ５，６００円

イ・ウ （略） イ・ウ （略）

２ ６歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある国民健康保険の被保険

者（以下「未就学児」という。）が属する世帯の納税義務者に対して課する被保

険者均等割額（当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者

均等割額（前項に規定する金額を減額した世帯にあっては、その減額後の被保険

者均等割額）に限る。）は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 未就学児１

人について、次のアからエまでに掲げる世帯の区分に応じ、当該アからエまで

に定める額

ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 ４，２００円

イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 ７，０００円

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 １１，２００円

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 １４，０００円

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割

額 未就学児１人について、次のアからエまでに掲げる世帯の区分に応じ、当

該アからエまでに定める額

ア 前項第１号イに規定する金額を減額した世帯 １，３５０円
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イ 前項第２号イに規定する金額を減額した世帯 ２，２５０円

ウ 前項第３号イに規定する金額を減額した世帯 ３，６００円

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ４，５００円

（特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例） （特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例）

第２３条 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健 第２３条 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健

康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等（法第７０ 康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等（法第７０

３条の５の２第２項に規定する特例対象被保険者等をいう。第２５条において同 ３条の５の２第２項に規定する特例対象被保険者等をいう。第２５条において同

じ。）である場合における第３条及び前条第１項の規定の適用については、第３ じ。）である場合における第３条及び前条の 規定の適用については、第３

条第１項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額（第２３条 条第１項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額（第２３条

に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合にお に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合にお

いては、当該給与所得については、所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８ いては、当該給与所得については、所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８

条第２項の規定によって計算した金額の１００分の３０に相当する金額によるも 条第２項の規定によって計算した金額の１００分の３０に相当する金額によるも

のとする。次項において同じ。）」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４ のとする。次項において同じ。）」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４

条の２第２項」と、前条第１項第１号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得 条の２第２項」と、前条第１号 中「総所得金額及び」とあるのは「総所得

金額（次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれてい 金額（次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれてい

る場合においては、当該給与所得については、所得税法第２８条第２項の規定に る場合においては、当該給与所得については、所得税法第２８条第２項の規定に

よって計算した金額の１００分の３０に相当する金額によるものとする。以下こ よって計算した金額の１００分の３０に相当する金額によるものとする。以下こ

の項において同じ。）及び」とする。 の条において同じ。）及び」とする。

附 則 附 則

１・２ （略） １・２ （略）

（公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例） （公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例）

３ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定 ３ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定

同一世帯所属者が、前年中に所得税法第３５条第３項に規定する公的年金等に係 同一世帯所属者が、前年中に所得税法第３５条第３項に規定する公的年金等に係

る所得について同条第４項に規定する公的年金等控除額（年齢６５歳以上の者に る所得について同条第４項に規定する公的年金等控除額（年齢６５歳以上の者に

係るものに限る。）の控除を受けた場合における第２２条第１項の規定の適用に 係るものに限る。）の控除を受けた場合における第２２条 の規定の適用に

ついては、同項中「法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び」とある ついては、同条中「法第７０３条の５ に規定する総所得金額及び」とある

のは「法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額（所得税法（昭和４０年法 のは「法第７０３条の５ に規定する総所得金額（所得税法（昭和４０年法

律第３３号）第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得については、同条 律第３３号）第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得については、同条

第２項第１号の規定によって計算した金額から１５０，０００円を控除した金額 第２項第１号の規定によって計算した金額から１５０，０００円を控除した金額
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によるものとする。）及び」と、「１，１００，０００円」とあるのは「１，２ によるものとする。）及び」と、「１，１００，０００円」とあるのは「１，２

５０，０００円」とする。 ５０，０００円」とする。

（上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例）

４ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所 ４ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が法附則第３３条の２第５項の配当所得等を有する場合における第３条、第 属者が法附則第３３条の２第５項の配当所得等を有する場合における第３条、第

５条、第７条及び第２２条第１項の規定の適用については、第３条第１項中「及 ５条、第７条及び第２２条 の規定の適用については、第３条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３３条の２第５ び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３３条の２第５

項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第２項」とあるの 項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第２項」とあるの

は「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるの は「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるの

は「若しくは山林所得金額又は法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等 は「若しくは山林所得金額又は法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等

に係る配当所得等の金額」と、第２２条第１項中「及び山林所得金額」とあるの に係る配当所得等の金額」と、第２２条 中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に は「及び山林所得金額並びに法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に

係る配当所得等の金額」とする。 係る配当所得等の金額」とする。

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例） （長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例）

５ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所 ５ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が法附則第３４条第４項の譲渡所得を有する場合における第３条、第５条、 属者が法附則第３４条第４項の譲渡所得を有する場合における第３条、第５条、

第７条及び第２２条第１項の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林 第７条及び第２２条 の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林

所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則 所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則

第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和３２年法 第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和３２年法

律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の 律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の

２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５ ２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５

条の３第１項又は第３６条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用によ 条の３第１項又は第３６条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用によ

り同法第３１条第１項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除し り同法第３１条第１項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除し

た金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。）の合計 た金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。）の合計

額から法第３１４条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるの 額から法第３１４条の２第２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるの

は「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額（」と、同条 は「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額（」と、同条

第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第 第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第

３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第２２条第１項中「及び山林 ３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第２２条 中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３４条第４項に規定す 所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３４条第４項に規定す

る長期譲渡所得の金額」とする。 る長期譲渡所得の金額」とする。
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６ （略） ６ （略）

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例）

７ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所 ７ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が法附則第３５条の２第５項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合に 属者が法附則第３５条の２第５項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合に

おける第３条、第５条、第７条及び第２２条第１項の規定の適用については、第 おける第３条、第５条、第７条及び第２２条 の規定の適用については、第

３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則 ３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則

第３５条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条 第３５条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条

第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所 第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所

得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３５条の２第５項に規 得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３５条の２第５項に規

定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第２２条第１項中「及び山林所 定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第２２条 中「及び山林所

得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２第５項に規定 得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２第５項に規定

する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例）

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所 ８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が法附則第３５条の２の２第５項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場 属者が法附則第３５条の２の２第５項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場

合における第３条、第５条、第７条及び第２２条第１項の規定の適用については、 合における第３条、第５条、第７条及び第２２条 の規定の適用については、

第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附 第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附

則第３５条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、 則第３５条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、

「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は 「同条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３５条の２の２ 山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３５条の２の２

第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第２２条第１項中「 第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第２２条 中「

及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２の 及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２の

２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 ２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

（先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例）

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所 ９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が法附則第３５条の４第４項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合 属者が法附則第３５条の４第４項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合

における第３条、第５条、第７条及び第２２条第１項の規定の適用については、 における第３条、第５条、第７条及び第２２条 の規定の適用については、

第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附 第３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附

則第３５条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第 則第３５条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第

２項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得 ２項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得
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金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３５条の４第４項に規定 金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３５条の４第４項に規定

する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第２２条第１項中「及び山林所得金額 する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第２２条 中「及び山林所得金額

」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の４第４項に規定する先 」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の４第４項に規定する先

物取引に係る雑所得等の金額」とする。 物取引に係る雑所得等の金額」とする。

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） （土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例）

１０ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯 １０ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯

所属者が法附則第３３条の３第５項の事業所得又は雑所得を有する場合における 所属者が法附則第３３条の３第５項の事業所得又は雑所得を有する場合における

第３条、第５条、第７条及び第２２条第１項の規定の適用については、第３条第 第３条、第５条、第７条及び第２２条 の規定の適用については、第３条第

１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３３ １項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３３

条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第２項」と 条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第２項」と

あるのは「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」と あるのは「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３３条の３第５項に規定する土地 あるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３３条の３第５項に規定する土地

等に係る事業所得等の金額」と、第２２条第１項中「及び山林所得金額」とある 等に係る事業所得等の金額」と、第２２条 中「及び山林所得金額」とある

のは「及び山林所得金額並びに法附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係 のは「及び山林所得金額並びに法附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係

る事業所得等の金額」とする。 る事業所得等の金額」とする。

（特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） （特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例）

１１ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯 １１ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯

所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関す 所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関す

る法律（昭和３７年法律第１４４号）第８条第２項に規定する特例適用利子等、 る法律（昭和３７年法律第１４４号）第８条第２項に規定する特例適用利子等、

同法第１２条第５項に規定する特例適用利子等又は同法第１６条第２項に規定す 同法第１２条第５項に規定する特例適用利子等又は同法第１６条第２項に規定す

る特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を る特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を

有する場合における第３条、第５条、第７条及び第２２条第１項の規定の適用に 有する場合における第３条、第５条、第７条及び第２２条 の規定の適用に

ついては、第３条第１項中「山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは ついては、第３条第１項中「山林所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは

「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非 「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非

課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第８条第２項（同法第１２条 課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第８条第２項（同法第１２条

第５項及び第１６条第２項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用 第５項及び第１６条第２項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用

利子等の額（以下この条及び第２２条第１項において「特例適用利子等の額」と 利子等の額（以下この条及び第２２条 において「特例適用利子等の額」と

いう。）の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「山林所得金額の合計額（ いう。）の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「山林所得金額の合計額（

」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額（」と、同条第 」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額（」と、同条第

２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利 ２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利
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子等の額」と、第２２条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並 子等の額」と、第２２条 中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並

びに特例適用利子等の額」とする。 びに特例適用利子等の額」とする。

（特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） （特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例）

１２ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯 １２ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯

所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関す 所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関す

る法律第８条第４項に規定する特例適用配当等、同法第１２条第６項に規定する る法律第８条第４項に規定する特例適用配当等、同法第１２条第６項に規定する

特例適用配当等又は同法第１６条第３項に規定する特例適用配当等に係る利子所 特例適用配当等又は同法第１６条第３項に規定する特例適用配当等に係る利子所

得、配当所得及び雑所得を有する場合における第３条、第５条、第７条及び第２ 得、配当所得及び雑所得を有する場合における第３条、第５条、第７条及び第２

２条第１項の規定の適用については、第３条第１項中「山林所得金額の合計額か ２条 の規定の適用については、第３条第１項中「山林所得金額の合計額か

ら同条第２項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相 ら同条第２項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相

互主義による所得税等の非課税等に関する法律第８条第４項（同法第１２条第６ 互主義による所得税等の非課税等に関する法律第８条第４項（同法第１２条第６

項及び第１６条第３項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用配当 項及び第１６条第３項において準用する場合を含む。）に規定する特例適用配当

等の額（以下この条及び第２２条第１項において「特例適用配当等の額」という。 等の額（以下この条及び第２２条 において「特例適用配当等の額」という。

）の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「山林所得金額の合計額（」とあ ）の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「山林所得金額の合計額（」とあ

るのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額（」と、同条第２項中 るのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額（」と、同条第２項中

「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の 「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の

額」と、第２２条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特 額」と、第２２条 中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特

例適用配当等の額」とする。 例適用配当等の額」とする。

（条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例） （条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例）

１３ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯 １３ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯

所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関 所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関

する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条約等実施特例法」という。） する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条約等実施特例法」という。）

第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、 第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、

譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第３条、第５条、第７条及 譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第３条、第５条、第７条及

び第２２条第１項の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額 び第２２条 の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林所得金額

の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実 の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実

施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法 施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法

律第４６号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第１０項 律第４６号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第１０項

に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「及 に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第３１４条の２第２項」と、「及

び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実 び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実
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施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額の合計額（」と、 施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額の合計額（」と、

同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税 同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税

条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額」と、 条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額」と、

第２２条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租 第２２条 中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租

税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額」と 税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額」と

する。 する。

（条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） （条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例）

１４ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯 １４ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯

所属者が租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当 所属者が租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当

等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第３条、第５条、 等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第３条、第５条、

第７条及び第２２条第１項の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林 第７条及び第２２条 の規定の適用については、第３条第１項中「及び山林

所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条 所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条

約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和 約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和

４４年法律第４６号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２ ４４年法律第４６号。以下「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２

第１２項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第３１４条の２第２項」 第１２項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第３１４条の２第２項」

と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税 と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税

条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当等の額の合計 条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当等の額の合計

額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金 額（」と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金

額又は租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当等 額又は租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当等

の額」と、第２２条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金 の額」と、第２２条 中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当 額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当

等の額」とする。 等の額」とする。

１５～２０ （略） １５～２０ （略）
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議案第 ４０号参考資料

川口市都市公園条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市都市公園条例（昭和５３年条例第４５号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（公園施設の設置基準） （公園施設の設置基準）

第６条 法第４条第１項本文の条例で定める割合は、１００分の２（赤山歴史自然 第６条 法第４条第１項本文の条例で定める割合は、１００分の２

公園にあっては、１００分の４）とする。 とする。

２・３ （略） ２・３ （略）
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議案第 ４１号参考資料

川口市消防団条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市消防団条例（昭和２５年告示第５０号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（服務規律） （服務規律）

第１４条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。 第１４条 団員は、団長の招集によって出動し職務 に従事するものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、基本団員は、招集を受けない場合であっても、災害 ２ 前項の規定にかかわらず、基本団員は、招集を受けない場合であっても、水火

（水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。）の発生を知ったときは、あらか 災その他の災害 の発生を知ったときはあらかじ

じめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。 め 指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第１８条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。 第１８条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に災害 の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を (1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を

ていしてこれに当たる心構えを持たなければならない。 挺して これに当たる心構えを持たなければならない。

(2) ～(8) （略） (2) ～(8) （略）

（報酬） （報酬）

第１９条 団員には、別表第１に定める年額報酬を支給する。 第１９条 団員には、別表 に定める報酬 を支給する。

２ 団員が災害時の職務及び警戒、訓練、広報等の職務に従事したときは、１日に

つき別表第２に定める出動報酬を支給する。

（費用弁償） （費用弁償）

第２０条 第２０条 団員が水火災、訓練又は警戒等に出動したときは、１回につき３，２０

０円を費用弁償として支給する。

（略） ２ （略）

（報酬及び費用弁償の支給） （報酬及び費用弁償の支給）

第２１条 年額報酬は、半期ごとに等分してそれぞれの最終の月の末日までに支給 第２１条 報酬 は、半期ごとに等分してそれぞれの最終の月の末日までに支給

する。 する。

２ 出動報酬は、各月ごとに取りまとめて翌月の末日までに支給する。

３ 前条 の費用弁償は、４半期ごとに取りまとめてそれぞれの最終の月の翌 ２ 前条第１項の費用弁償は、４半期ごとに取りまとめてそれぞれの最終の月の翌
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月の末日までに支給する。 月の末日までに支給する。

４ 前３項に規定するもののほか、年額報酬及び出動報酬並びに費用弁償の支給に ３ 前２項に規定するもののほか、報酬及び 費用弁償の支給に

関しては、川口市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和５ 関しては、川口市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和５

３年条例第９号）の規定を準用する。 ３年条例第９号）の規定を準用する。

別表第１（第１９条関係） 別表 （第１９条関係）

種類 職名 報酬の額 種類 職名 報酬の額（年額）

（略） （略）

別表第２（第１９条関係）

種別 要件 報酬の額

災害出動 ４時間未満の職務に従事した場合 ４，０００円

４時間以上５時間未満の職務に従事した場合 ５，０００円

５時間以上６時間未満の職務に従事した場合 ６，０００円

６時間以上７時間未満の職務に従事した場合 ７，０００円

７時間以上の職務に従事した場合 ８，０００円

災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号 ８，０００円
）第２３条の２第１項の規定に基づき川口市
災害対策本部が設置され、かつ、団長が命令
した職務に従事した場合

警戒出動 警戒等の職務に従事した場合 ３，２００円

訓練出動 訓練等の職務に従事した場合 ３，２００円

広報出動 広報等の職務に従事した場合 ３，２００円
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